
令和８年度津市中小企業振興事業補助金 

（生産性向上設備支援事業）実施要領 

【通常枠】・【カーボンニュートラル枠】 

・【ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）枠】） 

 

１ 目的 

この要領は生産性向上につながる生産等設備の改良及び設備投資に対する支援を行

うことにより、市内の中小企業者の経営基盤の強化及び地域経済の活性化を目的とし、

その経費の一部に補助金を交付することについて、津市補助金等交付規則（平成 18年津

市規則第 44 号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるも

のです。 

※生産性向上とは、単位時間あたりの生産量や産み出すサービス等の向上をいいます。 

※生産等設備とは、事業者が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を獲得

するために行う活動の用に直接供される機械、装置、工具、器具、備品等土地、建物

除く）で構成されるものをいいます。 

２ 補助対象事業 

補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、本市の区域内に存す

る事業所に係る生産等設備の省力化・合理化につながる改良又は設備投資とし、以下の

３つの枠を設けます。 

⑴ 【通常枠】 

補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）が本市の区域内に

存する事業所に係る生産等設備の省力化・合理化につながる改良又は設備投資に取り

組む事業を対象とします。 

⑵ 【カーボンニュートラル枠】 

補助事業者が、本市の区域内に存する事業所に係る生産等設備について、既存設備

から脱炭素設備へ転換することにより、炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービ

ス提供の方法の改善を実現できる事業を対象とします。ただし、直接、設備投資に関

係のない炭素生産性向上を伴う取組（例；社内全体での節電対策等）は該当しません。 

⑶ 【ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション枠】（以下「【ＤＸ枠】」という。 

補助事業者が、本市の区域内に存する事業所に係る業務においてデジタル技術を活

用し、生産及び業務のプロセス等の改善を行い、既存の設備からＤＸ化・デジタル化

を図ることにより、生産性向上を実現する事業を対象とします。 

ただし、以下の事項に該当する場合においては、対象となりません。 

ア 事業の大半を他の事業者に委託する補助事業（事業の主たる課題の解決そのもの

を他者へ外注又は委託する事業等） 

イ 他の事業者の委託を受けて行う補助事業 

ウ 将来の設備投資のための設計業務等 

エ 年度内に十分な成果が見込めない補助事業 



オ 事業内容が関係する法令または公序良俗に反するもの 

カ 同一の事業に対し、他の公的機関等から過去に補助金の交付を受けている、また

は将来交付を受けることが確定している事業（他の公的機関等へ内容を確認する場

合があります。） 

なお、この補助金への提案は、１事業者につき１提案とします。 

３ 補助対象事業者 

補助事業者は、次の要件を満たすものとします。 

⑴ 本市の区域内に主たる事務所または事業所を有し、かつ１年以上事業を営む中小企

業者であること。（応募締切日に開業後１年を経過していること。） 

なお、中小企業者とは、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154号）第２条第１項に

規定する事業者とします。ただし、以下のいずれかに該当する中小企業者（以下「み

なし大企業」という。）は補助事業者から除きます。 

ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業

者以外の者をいう。以下同じ。）が所有している中小企業者。 

イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業者が所有してい

る中小企業者。 

ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めてい

る中小企業者。 

⑵ 市税を完納している事業者であること。 

ただし、以下に該当する事業者は対象となりません。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊

営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 

イ 宗教上の組織若しくは団体、政治団体、暴力団、暴力団員及び関係事業者 

なお、令和８年度津市中小企業振興事業補助金（生産性向上設備支援事業）（以下「本

補助金」という。）と同時に募集している令和８年度津市中小企業振興事業補助金（新商

品等開発支援事業）に提案する事業者は本補助金に提案できません。また、令和６年度

に津市中小企業振興事業補助金（生産性向上設備支援事業）に採択された事業者は、本

補助金の【通常枠】に提案はできません。 

ただし、令和７年度に津市中小企業振興事業補助金（生産性向上設備支援事業【通常

枠】に採択された事業者であって、本補助金のうち【カーボンニュートラル枠】及び【Ｄ

Ｘ枠】）に対し提案する場合は、提案可能とします。また、令和７年度津市中小企業振興

事業補助金（生産性向上設備支援事業）の【カーボンニュートラル枠】に採択された事

業者であって、本補助金のうち【ＤＸ枠】に対し提案する場合は、提案可能とし、令和

７年度津市中小企業振興事業補助金（生産性向上設備支援事業）の【ＤＸ枠】に採択さ

れた事業者であって、本補助金のうち【カーボンニュートラル枠】に対し提案する場合

は、提案可能とします。 

４ 交付対象経費 

補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次に掲げる事業実施

に必要となる直接的な経費で、規則第６条に定める交付決定通知書に記載された通知年

月日以降に実施した事業に要した経費で、かつ年度内に支払いが完了しているものに限



ります。 

ただし、消費税及び地方消費税については、対象経費に含まれません。 

⑴ 機械工具費 

機械・工具の購入・改良に要する経費（パソコンやタブレット等、汎用性があり、

目的外使用になり得るものや中古品を除く） 

購入した機械・工具の運送や設置に要する経費（設置場所の基礎・整備工事は除く） 

⑵ 外注加工費 

外注加工先への支払いに要する経費 

（注３）交付対象経費以外の事業全体の費用についても提案書に明記すること。費用

の構成状況により、２の規定にある「事業の大半を他の事業者に委託する補

助事業」に該助すると判断される場合は提案できません。 

⑶ 技術導入提携費 

外部からの技術指導等に要する経費 

５ 補助額及び補助率 

補助金の額は、予算の範囲内で、対象経費の合計額の３分の２以内（1,000 円未満は

切捨て）とし、補助上限額について【通常枠】は、100万円、【カーボンニュートラル枠】、

【ＤＸ枠】は、125万円とします。 

ただし、採択された場合であっても、提案内容や予算の都合により減額する場合があ

ります。 

６ 応募手続き等 

⑴ 提案書の提出 

補助金の交付を受けようとする者は、津市中小企業振興事業補助金生産性向上設備

支援事業）提案書（別紙１）１通に、次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに

市長に提出しなければなりません。 

ア 過去２期の決算書の写し（事業を営んでから２年未満の中小企業者については、

申請時点で添付できる決算書、及び開業届等の写し） 

イ 法人の場合：定款の写し又は登記事項証明書 

個人事業主の場合：本人確認書類（マイナンバーカード等）の写し 

ウ 市税の完納証明書 

エ 事業所の概要（会社案内パンフレット等、会社概要・沿革・製品等がわかるもの） 

オ 事業実施に要する経費の見積書、導入設備のカタログ・パンフレット（写し可） 

カ 【カーボンニュートラル枠】のみ別紙「ＣＯ２排出量削減算出シート」 

キ その他市長が必要と認める書類 

⑵ 審査 

提案書の提出があった場合、本市が設置した外部有識者等で構成される審査委員会

での審査により、補助金を交付しようとする計画及び額の審査を行います。 

なお、補助金の額が予算の範囲を上回る申請があった場合は、予算の範囲内で審査

します。 

⑶ 審査基準 

表１に掲げる審査基準に基づき審査します。 



⑷ 審査結果について 

審査委員会での審査結果を総合的に判断して、補助金を交付しようとする計画及び

額を内定し、補助事業者に対して書面をもって通知します。 

なお、採択された補助事業については、事業者名及び補助事業名等を本市ホームペ

ージ等にて公表する場合があります。 

７ 交付申請 

審査により採択された補助事業者は、規則第３条の規定に基づき、補助金交付申請書

（別紙２）に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければな

りません。 

⑴ 事業計画概要及び収支予算書（別紙２に様式あり）又はこれに代わる書類 

⑵ 法人の場合は登記事項証明書（発行日から３か月以内のもの） 

※提案時に提出していない場合は提出の必要があります。 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

８ 交付決定 

７に基づく交付申請書の提出があった場合については、規則第４条の規定に基づき、

当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付決定を行うとともに、交付決定通知

書により申請者に通知を行います。 

９ 変更等の承認 

補助事業者は、交付決定を受けたのち、規則第５条第１項の規定により、補助事業の

経費の配分又は内容を変更しようとするときには、あらかじめ計画変更承認申請書（別

紙３）を市長に提出し、その承認を受けなければなりません。 

10 状況報告 

補助事業者は、補助事業の遂行状況について、本市が求める場合には、必要に応じて

補助事業の実施状況及び交付対象経費の支出状況を報告しなければなりません。 

11 実績報告 

申請者は、補助事業が完了した時から 30日以内、または補助金の交付決定に係る会計

年度が終了したときは、規則第 12 条の規定に基づき速やかに事業補助金実績報告書（別

紙４）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。 

⑴ 事業実施の成果物若しくはその写真等、成果が確認できる書類 

⑵ 納品書もしくは請求書の写し、及び領収書若しくは支払いを証明できる書類の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

12 補助金の額の確定 

補助事業の実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書の審査及び原則として現地

調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。 

13 その他 

⑴ 補助金の支払い 

補助金は、事業終了後の支払いとなります。 

⑵ 補助事業者の義務 

ア 交付決定を受けた後、補助事業を中止、または廃止しようとする場合は、事前に



市長の承認を得なければなりません。 

イ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、当該補

助事業に係る状況について、事業状況報告書の提出等により報告を行うものとしま

す。 

なお、補助事業者はその証拠となる書類等を当該報告に係る会計年度の終了後５年

間保存しなければなりません。 

⑶ 研究成果の帰属 

補助事業を実施した結果得られた知的所有権(特許権、実用新案権など)は、当該補

助事業者に帰属します。 

⑷ 当該補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格の単価

又は効用の増加価格が 50 万円以上のものについて、事業の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長

の承認を受けること（国が定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く）。 

⑸ 採択事業者等の公表 

採択された補助事業については、事業者名及び補助事業名等を本市ホームページ等

にて公表する場合があります。 

附 則 

この要領は、平成 29 年４月１日から施行します。 

附 則 

１ この要領は、平成 30 年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、2019 年（平成 31 年）４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行します。 



２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行します。 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われる申請について適用し、同日前

に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例によります。  



表１ 生産性向上設備支援事業 審査基準 

 

審査項目 評価内容 

経理評価 

① 企業内容が堅実かどうか。 

② 資金を十分に負担できるかどうか。 

③ 外部資源等に大半を頼ってないか。 

技術評価 

① 技術的課題の解決方法が明確かつ適当であるか。 

② 事業実施のための体制及び技術力を有するか。 

（技術指導を含む） 

③ 新規性（既存技術の応用、すぐれたアイデア要素、従来品に

ない用途等）はあるか。 

事業評価 

① 生産性の向上に効果は見込めるか。 

② 提案事業が雇用の促進に寄与するものであるか。 

③ 採算性は認められるか。 

④ 地域経済への波及効果が見込める取り組みであるか。 

⑤ 【カーボンニュートラル枠】CO2 排出量の削減効果が得られ 

るか。 

⑥ 【DX（デジタルトランスフォーメーション）枠】デジタル技

術を活用した生産設備・製造設備､業務プロセス・業務環境の改

善を行う取組であり、ＤＸ又は既存業務のデジタル化を推進す

るものであるか。 

費用対効果評価 

① 補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その

実現性等が高いか。 

② 事業実施による副次的成果（生産性・品質向上、環境改善等）

は見込めるか。 

 


